
産
経
新
聞
５
月
２
５
日 

生
徒
の
個
人
情
報
悪
用 

元
教
諭
を
刑
事
告
発
へ 

県
教
委 

  

県
立
成
田
北
高
校
の
男
性
元
教
諭(

62)

が
、
在

校
生
の
個
人
情
報
を
無
許
可
で
コ
ピ
ー
し
て
悪

用
、 

「
安
保
法
制
反
対
」
の
署
名
を
呼
び
か
け

る
手
紙
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

県
教
委
は
24
日
、
元
教
諭
を
近
く
県
個
人
情
報

保
護
条
例
違
反
罪
で
県
警
に
刑
事
告
発
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

県
教
委
に
よ
る
と
、
元
教
諭
は
同
校
に
勤
務
し

て
い
た
平
成
24
年
3
月
か
ら
27
年
3
月
ご
ろ

の
間
に
、
生
徒
の
住
所
な
ど
個
人
情
報
２
１
９
２

人
分
を
、
同
校
の
共
有
サ
ー
バ
ー
か
ら
個
人
の
Ｕ

Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
に
不
正
コ
ピ
ー
し
て
い
た
。 

 

元
教
諭
は
退
職
後
の
28
年
３
月
22
日
、
卒
業

生
３
３
５
人
に
対
し
、
安
全
保
障
関
連
法
案
へ
の

反
対
署
名
を
求
め
る
文
書
の
送
付
に
不
正
利
用

し
た
と
い
う
。 

 

卒
業
生
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
発
覚
し
た
。 

  

朝
日
新
聞
５
月
２
５
日 

 

こ
の
ほ
か
、
昨
年
３
月
、
定
年
退
職
の
間
際
に

持
ち
出
し
た
生
徒
の
個
人
情
報
を
使
い
、
安
全
保

障
関
連
法
へ
の
反
対
署
名
を
求
め
る
封
書
を
送

付
し
た
県
立
成
田
北
高
校
の
元
教
諭
の
男
性

（
62
）
を
、
県
個
人
情
報
保
護
法
条
例
違
反
容

疑
で
成
田
署
に
近
く
告
発
す
る
と
発
表
し
た
。 

千
葉
日
報
５
月
２
５
日 

生
徒
名
簿
、
署
名
活
動
に
転
用 

元

教
諭
の
告
発
決
め
る 

  

県
立
成
田
北
高
校
の
60
代
の
元
男
性
教
諭
が

在
職
中
に
無
断
で
持
ち
出
し
た
生
徒
名
簿
を
使

い
、
退
職
後
、
卒
業
生
に
安
保
法
反
対
の
署
名
を

求
め
る
手
紙
を
送
っ
た
問
題
で
、
県
教
委
は
24

日
、
元
教
諭
を
県
個
人
情
報
保
護
条
例
違
反
の
疑

い
で
県
警
に
告
発
す
る
と
決
め
た
。 

 

県
教
委
は
「
目
的
外
使
用
で
、
生
徒
や
保
護
者

ら
の
信
頼
を
損
な
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
。
該
当

す
る
罰
則
は
１
年
以
下
の
懲
役
か
50
万
円
以
下

の
罰
金
と
い
う
。
同
問
題
は
昨
年
４
月
に
発
覚
。

退
職
後
の
た
め
教
員
と
し
て
の
処
分
は
受
け
て

い
な
い
。 

  

毎
日
新
聞
５
月
２
５
日 

 

ま
た
県
教
委
は
24
日
、
県
立
成
田
北
高
校
の

元
教
諭
の
男
性
が
在
任
中
に
生
徒
住
所
録
を
持

ち
出
し
、
安
全
保
障
関
連
法
の
廃
止
を
求
め
る
署

名
を
募
る
郵
便
物
を
送
付
し
た
と
し
て
、
男
性
を

県
個
人
情
報
保
護
条
例
違
反
の
疑
い
で
県
警
に

告
発
す
る
方
針
を
決
め
た
。 

      

読
売
新
聞
５
月
２
５
日 

生
徒
の
情
報
持
ち
出
し 

元
教
諭
を
刑
事
告
発
へ 

県
教
委 

 

県
立
成
田
北
高
校
の
元
教
諭
の
男
性
（
62
）

が
在
職
中
に
生
徒
の
個
人
情
報
を
持
ち
出
し
、
卒

業
生
３
３
５
人
に
安
全
保
障
関
連
法
廃
止
の
署

名
を
求
め
る
封
書
を
送
っ
た
問
題
で
、
県
教
委
は

24
日
、
元
教
諭
を
県
個
人
情
報
保
護
条
例
違
反

容
疑
で
成
田
署
に
刑
事
告
発
す
る
と
発
表
し
た
。

近
く
告
発
状
を
提
出
す
る
。 

 

発
表
に
よ
る
と
、
元
教
諭
は
２
０
１
２
年
３
月

～
15
年
３
月
、
同
校
の
管
理
職
の
許
可
を
受
け

ず
に
生
徒
の
個
人
情
報
を
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
に

コ
ピ
ー
し
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
に
保
存
、
16
年

３
月
、
署
名
を
求
め
る
封
書
を
送
っ
た
疑
い
が
あ

る
と
い
う
。




